
大飯地域緊急時モニタリング体制

 大飯地域におけるUPZ及びその周辺の福井県、京都府及び滋賀県の11市町（福井県5市町、京都府5市町、
滋賀県1市）に、人口分布等を考慮して緊急時モニタリング地点98地点（PAZを除く福井県33地点、京都府
28地点、滋賀県4地点、原子力事業者33地点）を設定し、防護措置の実施判断に係る連続測定を実施。

 大飯発電所敷地内及びPAZでは、9地点の測定局で連続測定を実施。
 UPZ外については、必要に応じて国及び原子力事業者が航空機やモニタリングカー等の機動的手法を用い

て緊急時モニタリングを実施。

おお  い

おお     い 
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福井県における環境放射線モニタリング機器

 モニタリングポスト
・モニタリングポスト（福井県：55局（水準調査用11局を含む。）、原子力事業者：59局）及び簡易型電子
線量計観測局（55局）で、福井県域の放射線量等を測定

・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポスト（18台）を配備
 モニタリングカー

・放射線量率の測定、空気中放射性物質を採取する装置を搭載したモニタリングカー等を配備

152

モニタリングポスト 【115局】 可搬型モニタリングポスト 【18台】 

モニタリングカー 【１台】 大気モニタ（左） 【36か所】

ヨウ素サンプラ（右） 【11か所】

簡易型電子線量計観測局 【55局】

走行サーベイ装置 【10台】



京都府における環境放射線モニタリング機器

 モニタリングポスト
・モニタリングポスト（京都府：28局（水準調査用9局を含む。）、原子力事業者：2局）及び簡易型電
子線量計（31局）で京都府域の放射線量等を測定

・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポスト（7台）を配備
 モニタリングカー

・放射線量を測定する機材を搭載したモニタリングカー等を配備

モニタリングポスト 【30局】

モニタリングカー 【6台】
（走行サーベイ車）

携帯型放射線測定器 【6台】

簡易型電子線量計 【31局】

可搬型モニタリングポスト 【7台】
（バッテリー付）

大気モニタ 【18局】
ヨウ素サンプラ【9局】

153



滋賀県における環境放射線モニタリング機器

 モニタリングポスト
・モニタリングポスト（滋賀県：15局（水準調査用9局を含む。））及び電子式線量計（15局）で、滋賀
県域の放射線量等を測定

・万一、モニタリングポストが使えなくなった場合に備えるとともに、モニタリングポストの設置数を
補完するため、可搬型モニタリングポスト（4台）を配備

 モニタリングカー
・放射線量を測定する機材を搭載したモニタリングカー等を配備

モニタリングポスト 【15局】 可搬型モニタリングポスト 【4台】

モニタリングカー 【2台】
（走行サーベイ車） 154

電子式線量計 【15局】

大気モニタ 【4局】走行サーベイ装置 【2台】



緊急時モニタリング結果の共有及び公表

 緊急時モニタリングの結果は、緊急時放射線モニタリング情報共有・公表システムにより集約、EMC等
の関係機関と共有し、防護措置の実施判断に係る検討に活用するとともに、ホームページにより公表。

＜各種モニタリング情報＞

可搬型モニタリングポスト

簡易型電子線量計

テ
レ
メ
ー
タ※

等

モニタリングポスト等

測
定
結
果
の
集
約

測定結果の共有

測定結果を原子力規制委員会HPで公表

原子力災害
対策本部
（ERC）

モニタリングカー

福井県
京都府
滋賀県

緊急時
モニタリング

センター
（EMC）

原子力災害
現地対策本部
（オフサイトセンター）

原子力災害
対策本部
（官邸）

※テレメータ：モニタリング情報収集装置 155



緊急時モニタリング実施計画

 福井県、京都府、滋賀県では、緊急時モニタリング計画を策定している。

 国は、施設敷地緊急事態に至った際に、緊急時モニタリング計画を参照して緊急時モニタリング実

施計画を定めるほか、事態の進展に応じた同実施計画の改定等を行う。

参照の上、策定及び改定

緊急時モニタリング実施計画（例）

【記載する項目の例】
＜実施項目＞

例）
○モニタリングの継続
○固定局モニタリングポストの測定間隔の変更
○必要に応じた可搬型モニタリングポストの設置
○モニタリングカーによる測定の実施
○ヨウ素サンプラーの設置・測定
○飲食物中の放射性核種濃度の測定 等

＜実施主体＞
例）
○緊急時モニタリングセンター（測定分析担当）
○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等

＜情報共有／報告の体制＞

＜注意事項＞ 等

【その他添付資料等の例】
○測定項目一覧
○地図及び観測局等の地点図  等

＜緊急時モニタリング計画＞

福井県緊急時モニタリング計画

福 井 県

京都府緊急時モニタリング計画

京 都 府

滋賀県緊急時モニタリング計画

滋 賀 県
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緊急時モニタリングに係る動員計画

 防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、平成27年１月に「緊急時モニタリングに係る動員

計画」が策定された。

 緊急時モニタリングの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の動員についてあらかじめ準備す

べき事項、動員の要請の手順等を定め、要員及び資機材の円滑な動員に資することを目的とする。

関係機関の保有資機材数
（令和６年度調査による。福井県、京都府、滋賀県、

関西電力(株)を除く。）

＜概要＞

原子力災害対策指針においては、緊急時のモニタリング
の実施に当たって、国、地方公共団体及び原子力事業者は、
目的を共有し、それぞれの責任を果たしながら、連携し、必
要に応じて補い合うこと、関係指定公共機関は専門機関とし
て国、地方公共団体及び原子力事業者による緊急時モニタ
リングを支援することとされている。

動員計画においては、緊急時モニタリングの広域化や長
期化に備え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、
 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関等

（以下「関係機関」という。）から動員可能な要員及び資
機材の情報の調査方法

 上述の情報の更新の方法
 緊急時モニタリングセンター、原子力規制委員会・内閣

府原子力事故合同対策本部（全面緊急事態においては、
原子力災害対策本部）事務局及び関係機関の調整プロ
セス  

等について規定。

要員
（数）

可搬型

モニタリング
ポスト（台）

モニタリング
カー（台）

国 １６ ６８ ２０

道府県 ７１６ １６６ ４０

原子力
事業者

５５５ ６３ ３１

関係指定
公共機関

１９ ０ ２

※ 各資機材については保有数を記載。
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大飯地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施

図 大飯地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施単位

 固定観測局については、そこで測定された実測値に基づいて迅速に防護措置を講ずる地域を特定できるよう、原
子力災害対策重点区域における全ての一時移転等の実施単位毎に設置されることが必要であり、福井県、京都府
及び滋賀県では既設モニタリングポスト等の値に基づき一時移転等を実施する範囲を関連付けている。既設モニ
タリングポスト等の全てについて非常用電源を設置しているほか、既設モニタリングポスト等の故障等に備え、可搬
型モニタリングポスト等を保有している。
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関西電力(株)による大飯地域の緊急時モニタリング機器

 モニタリングポスト
・モニタリングポスト等（計6局）で、周辺監視区域境界付近の放射線量等を測定

※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施
・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポストを別途配備（6台）
 可搬型モニタリングポスト

・施設敷地緊急事態が発生した場合、可搬型モニタリングポストを設置して、原子炉格納施設を囲む8方位（モニタリ
ングポスト等の代替用6台を含む10台）の放射線量を測定

 モニタリングカー
・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー（1台）を配備
 可搬型放射線計測装置

・発電所及びその周辺の放射線量等を測定
 オフサイトの協力

・緊急時モニタリングセンターに必要な人員を派遣するほか、状況に応じて可搬型モニタリングポスト等の資機材を活
用して、オフサイトの緊急時モニタリングに協力

モニタ車に搭載する可搬型測定機材の例

（サーベイメータ類）

主な可搬型放射線計測装置の例

可搬式ダストサンプラ
ＺｎＳシンチレーション

サーベイメータ
β線サーベイメータ

モニタリングポスト等 【6局】 可搬型モニタリングポスト 【10台】
（衛星系回線による通信機能付）

モニタリングカー 【1台】
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11．原子力災害時の医療等の実施体制
（安定ヨウ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
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PAZ内住民に対する安定ヨウ素剤の事前配布

地 区
住民数

（人）
配布者数

（人）

おおい町

大島地区
６５０ ３６１

小浜市

内外海地区

（泊・堅海）

２３３ １６４

合計 ８８３ ５２５

※おおい町：令和7年8月現在
小浜市 ：令和7年4月現在

 福井県おおい町及び小浜市では、安定ヨウ素剤の住民説明会を平成26年より開催し、同
時に事前配布を実施した。福井県では令和7年8月現在、525人に配布した。今後も継続
して、未配布者に対するフォローを実施。

 乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤についても事前配布と備蓄を実施。

PAZ 内外海地区

小浜市

泊

堅海
大島地区

おおい町

うち    と     み

ちょう お ばま し

うち   と  み

とまり    かつみ

かつみ

とまり

161

ちょう

お ばま し

おばまし

おお しま

ちょう



UPZ

福井県における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

福井県内：５２か所中

大飯地域周辺備蓄１３か所

安定ヨウ素剤備蓄場所

県及び市町職員により、安定ヨウ素剤の搬送を実施

一時集合場所等
（計３９か所）

おおい町：４か所

小浜市：１７か所

高浜町：５か所

若狭町：４か所

美浜町：９か所

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

（凡例）

：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、福井県は計52か所の施設に合計で丸剤
1,910,000丸を備蓄及び乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤20,800包を備蓄。

 加えて、おおい町PAZの保育所・小学校（計2施設）に、園児・児童等対象の安定ヨウ素剤を備蓄。
 緊急配布は県及び関係市町職員が、備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場所に搬送

の上、対象住民等に順次配布・調製を実施。
 原子力事業者は、福井県から要請があった場合は可能な範囲で備蓄している安定ヨウ素剤を貸与。

＜福井県における安定ヨウ素剤の主な備蓄場所＞

おおい

PAZ
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ちょう

ちょう

お ばま し

たかはまちょう

わか  さ ちょう

みはまちょう



京都府における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

京都府：１２４か所

安定ヨウ素剤備蓄場所

府及び市町職員により、安定ヨウ素剤の搬送を実施

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

一時集結場所等
（計６０か所）

舞鶴市：３０か所

綾部市：１４か所

南丹市：４か所

京丹波町：６か所

京都市：６か所

なん た ん し

きょう たん ばちょう

まい づる し

あや べ し

（凡例）

：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、京都府は計124か所の施設に合計で丸剤575,000

丸を備蓄及び乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤8,500包を備蓄。

 緊急配布は府及び関係市町職員が、備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場所に搬送の上、

対象住民等に順次配布を実施。
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PAZ

UPZ

＜京都府における安定ヨウ素剤の主な備蓄場所＞

きょう と し



PAZ

UPZ

滋賀県における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

（凡例）

：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

滋賀県：１３６か所中

高島市８５か所

安定ヨウ素剤備蓄場所

県及び高島市職員により、安定ヨウ素剤の搬送を実施

計４０箇所

一時集合場所等

高島市（大飯ＵＰＺ周辺） ：１３か所

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

＜滋賀県における安定ヨウ素剤の主な備蓄場所＞

 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、滋賀県は計136か所の施設に合計で丸剤
384,000丸、乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤4,660包を備蓄。

 緊急配布は備蓄場所となっている一時集合場所等にて、県及び高島市職員が、対象住民等に順次
配布を実施。
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たか しま   し

たか しま   し

たか しま   し

たか しま   し



国による安定ヨウ素剤の確保体制

 国は、 UPZにおいて安定ヨウ素剤が不足した場合、およびUPZ外において安定ヨウ素剤を必要とする場合

に備えた備蓄を実施しており、全国を５つのブロック（北海道、東北・関東、中部、中国・四国、九州）に分け、

５か所の安定ヨウ素剤集積所に、丸剤200万丸、乳幼児向けゼリー状安定ヨウ素剤15万包の備蓄を実施。

 緊急配布場所への輸送は、中部ブロックの安定ヨウ素剤集積所から24時間以内、隣接ブロックの安定ヨウ

素剤集積所から３日以内、その他ブロックの安定ヨウ素剤集積所から７日以内に完了する体制。

 さらに、不足の場合には、民間工場での全力生産及び海外からの援助等により、必要数を確保。

UPZ内外の安定ヨウ素剤
緊急配布場所

その他ブロック
（７日以内に輸送完了）

中部ブロック
（24時間以内に輸送完了）

安定ヨウ素剤集積所

指示

輸送
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大飯発電所
福井県大飯原子力防災センター

（凡例）

：隣接ブロックの安定ヨウ素剤集積所エリア

：中部ブロックの安定ヨウ素剤集積所エリア

：その他ブロックの安定ヨウ素剤集積所エリア

隣接ブロック
（３日以内に輸送完了）

おおい

おおい



関係機関による安定ヨウ素剤の確保体制

UPZ

関西広域連合 関西電力(株)は、貸与可能量を
関西広域連合に貸与

166

 国による安定ヨウ素剤の確保体制に加え、万一に備えて「安定ヨウ素剤貸与に関する覚書」に基

づき、関西広域連合においても、UPZ内外で安定ヨウ素剤が必要な場合に、関西電力(株)と貸与

可能な数量を調整し、安定ヨウ素剤を確保できる体制を構築。

 また、関西電力(株)は、必要に応じて、電気事業連合会と貸与可能な安定ヨウ素剤数量を調整。

PAZ

関西電力(株)本店



福井県、京都府及び滋賀県の避難退域時検査場所の候補地

 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、バックグラウンド
値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあらかじめ準備。
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小浜IC

舞鶴東IC

福知山IC

綾部IC

PAZ

UPZ

※綾部ＰＡを経由

美浜町役場

道の駅若狭熊川宿

野田川わーくぱる

丹波自然運動公園

綾部工業団地・
交流プラザ

綾部ＰＡ
（あやべ球場）※

美山長谷運動広場

綾部市中央公民館

県若狭合同庁舎

長田野公園体育館

道の駅
てんきてんき丹後

三段池公園

み やま ながたに

道の駅藤樹の里

あどがわ・安曇川
図書館

新旭体育館・新旭
武道館

朽木中学校

今津総合運動公園

く つ き

とう    じゅ

しんあさひ

加斗ＰＡ

小浜西ＩＣ

おさ だ の

お ばま

か と

さん だん いけ

ゼミナールハウス

わか さ  くま がわ しゅく

大飯高浜IC

道の駅名田庄
な     た    しょう

うみんぴあ大飯
おお い

鎌倉交差点

六路谷検問所
ろく ろ だにけん もん しょ

きのこの森

わか さ こいかわ

若狭鯉川シーサイドパーク

敦賀市総合運動公園

あ ど がわ

舞鶴西IC

小浜西IC

【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

滋賀県が準備する候補地

南条SA
なん じょう

み かた ご こ

三方五湖PA

若狭町上中庁舎
わか さ ちょう かみなか

高島Ｂ＆Ｇ海洋
センター

くつ き

たんご

の だ がわ

あやべ

あやべ し

あやべ

たんば

小浜市総合運動場
お ばま し

かまくら

わかさ

みはまちょう

つる が    し

いまづ

しんあさひ

たかしま



避難退域時検査場所の運営体制

 福井県、京都府、滋賀県及び原子力事業者は、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、避難退域時検
査場所において住民等の検査及び検査結果に応じて簡易除染を実施。

 関西電力(株)は、他の原子力事業者の支援を受け、備蓄資機材を活用し、800人程度の要員を避難退域時検査場
所へ動員。
※平成28年8月原子力防災訓練において、発災原子力事業者（関西電力(株)）だけでなく、他事業者（西日本5社相互協力協定）との連携確認として、北陸、中国、

四国、九州電力から避難退域時検査場所（あやべ球場）に要員を派遣。

 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）は
国及び関係自治体からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。

検査の総括責任者

住
民
受
付
チ
ー
ム

交
通
誘
導
チ
ー
ム

（
案
内
板
の
設
置
・
車
両
の
誘
導
等
）

避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）

総括チーム

検査チーム長

車
両
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

車
両
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

住
民
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

住
民
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

通信・連絡チーム

車
両
保
管
チ
ー
ム

そ
の
他

（連
絡
体
制
の
構
築
、
搬
送
の
た
め

の
車
両
の
待
機
等
）

※

※携行物品検査を含む
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避難退域時検査場所における活動フロー

 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。
 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実

習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等については原子力事業者が処理。

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

・住民については、汚染
拡大防止処置を行った
上で除染が可能な機関
で除染を実施。場合に
よっては、内部被ばくの
検査ができる機関へ搬
送。

・携行物品については汚
染拡大防止措置等を実
施。

訓練風景

OIL4
超過

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

避
難
住
民

OIL4
超過

一時保管等

乗員

車両

避難所等へ

40,000cpm以下 避難所等へ

住民

物品

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

簡

易

除

染

住 

民  

検 

査
OIL4
以下

簡

易

除

染OIL4
以下

車

両

の

検

査

携行物品検査
40,000cpm超過

※ 避難退域時検査の結果、基準（OIL4:40,000cpm）以下の場合は、住民に対し通過証等を発行する。

避
難
住
民

滋賀県検査フロー

福井県・京都府
検査フロー

【滋賀県検査フロー】

・滋賀県では、避難退域時検査の位置付けと避難者に対する被ばく医療の提供を判断するための
検査の位置付けを併せ持つことから、原則、全住民の検査を実施。
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福井県大飯原子力防災センター

（おおい町）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

おおい

ちょう

170指導・協力

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支援車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車
放射線測定器搬送

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、
オフサイトセンターに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検
査等における指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言
も実施。

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力発
電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動

（１台）

（１台） （１台）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）
ちばし



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修センター（茨城
県）が窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導や緊急時
モニタリング等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。 

 また、オフサイトセンターや緊急時モニタリングセンター（EMC)等へ専門家を派遣するとともに航空機による
モニタリングを支援。

※2011.3 東京電力（株）福島第一
原子力発電所の事故時における国
立研究開発法人日本原子力研究開
発機構の活動

モニタリング車（2台）

移動式体表面測定車（2台 ）

移動式全身測定車（2台 ）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築 緊急時モニタリング

放射線防護資機材（80台）
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力緊急時支援・研修センター（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力緊急時支援・研修センター（茨城県）



福井県の原子力災害時における医療体制

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

172

原子力災害医療協力機関 ※県に登録
 【１２医療機関（杉田玄白記念公立小浜病院、若狭高浜

病院、若狭町国民健康保険上中診療所等）・３団体】

原子力災害拠点病院 ※県が指定
 【３医療機関（福井県立病院、福井大学医学部附属病院、

福井赤十字病院）】

高度被ばく医療支援センター※

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立
大学法人福井大学、国立大学法人広島大学等】

原子力災害医療・総合支援センター※
【国立大学法人広島大学】 ※国が指定

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力
災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかかわ
らず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合に
は適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行うほか、平時から原子力災害拠点病院へ研
修、指導、助言を行う。

支 援

協 力

PAZ

UPZ

おばま わかさたかはま

わかさちょう かみなか

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

国立大学法人福井大学



京都府の原子力災害時における医療体制

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ） 173

原子力災害医療協力機関 ※府に登録
 【１４医療機関（国立病院機構舞鶴医療センター、国家公務員共済組合

連合会舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院等）・１４団体】

原子力災害拠点病院 ※府が指定
 【３医療機関（国立病院機構京都医療センター、京都大学医学部附属病院、

京都府立医科大学附属病院） 】

高度被ばく医療支援センター※

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立
大学法人福井大学、国立大学法人広島大学等】

原子力災害医療・総合支援センター※
【国立大学法人広島大学】  ※国が指定

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力
災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかかわら
ず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合には
適切な診療等を行う。

支 援

協 力

PAZ

UPZ

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

国立大学法人福井大学

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行うほか、平時から原子力災害拠点病院へ研
修、指導、助言を行う。

まいづる

まいづる まいづる
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原子力災害医療協力機関 ※県に登録
【１０医療機関（市立大津市民病院、社会医療法人誠光

会淡海医療センター、済生会滋賀県病院等）・５団体】

原子力災害拠点病院 ※県が指定
 【３医療機関（長浜赤十字病院、大津赤十字病院、

滋賀医科大学医学部附属病院）】

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子
力災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかかわ
らず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合に
は適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行うほか、平時から原子力災害拠点病院へ研
修、指導、助言を行う。

支 援

協 力

高度被ばく医療支援センター※

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立

大学法人福井大学、国立大学法人広島大学】

原子力災害医療・総合支援センター※
【国立大学法人広島大学】 ※国が指定

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

滋賀県の原子力災害時における医療体制

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

UPZ

PAZ

ながはま おおつ

おおつ

おうみ

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

国立大学法人福井大学

せいこう



12．国の実動組織の支援体制
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大飯地域周辺の主な実動組織の所在状況

 不測の事態の場合は、福井県、京都府、滋賀県及び関係市町からの要請により、実動組織（警察、
消防、海上保安庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。

海上自衛隊
８８

８２８８

５８１
航空自衛隊

５８－４５８１

UPZ

福井県警察本部

滋賀県警察本部

※大飯地域関係府県、関係市町の地域防災計画を元に策定

京都府警察本部

福井海上保安署

舞鶴地区

（海上自衛隊舞鶴地方総監部等）
小松基地

（航空自衛隊第６航空団等）
金沢駐屯地

（陸上自衛隊第１４普通科連隊等）

第八管区海上保安本部

おおい

PAZ

京都市消防局

京都中部広域消防組合
176

おお い 

まいづる

まいづる

こまつ かなざわ

舞鶴海上保安部
まいづる

宮津海上保安署
みやづ

宮津与謝消防組合
みやづ よさ

宮津警察署

舞鶴警察署

舞鶴市消防本部

福知山市消防本部

福知山警察署

福知山駐屯地
（陸上自衛隊第７普通科連隊等）

綾部警察署

綾部市消防本部

みやづ

南丹警察署

千僧駐屯地
（陸上自衛隊第３師団司令部等）

伊丹駐屯地
（陸上自衛隊中部方面総監部等）

小浜海上保安署

大久保駐屯地
（陸上自衛隊第４施設団等）

まいづる

まいづるし

ふくちやまし

ふくちやま

ふくちやま

あやべ

あやべ し

なんたん

せんぞう

いたみ おおくぼ

敦賀美方消防組合

敦賀海上保安部

若狭消防組合

小浜警察署

敦賀警察署

高島警察署

高島市消防本部

今津駐屯地
（陸上自衛隊第３偵察戦闘大隊等）

饗庭野分屯基地
（航空自衛隊第１２高射隊）

守山駐屯地
（陸上自衛隊第１０師団司令部等）

おばま

鯖江駐屯地
（陸上自衛隊第３７２施設中隊等）

オフサイトセンター

（福井県大飯原子力防災センター）
おおい

さばえ

つるが

つるが みかた

わかさ

つるが

おばま

たかしまし

たかしま

いまづ

あいばの

もりやま



実動組織の広域支援体制

UPZ

災害派遣
原子力災害派遣
全国の陸・海・空の
自衛隊による支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警
察による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防
が所属する都道府
県単位による支援

巡視船艇
航空機の派遣

全国の管区海上保
安本部による支援

全国の実動組織による支援

 地域レベルで対応困難な支援要請があった場合は、関係府県、関係市町からの各種要請を踏ま
え、政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

 要請の窓口となるオフサイトセンター（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子
力災害対策本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応センター）)の調整により、必要に応じ全国
の実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）による支援を実施。

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示

現地における
各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）
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施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

＜自衛隊＞

陸上自衛隊中部方面総監部
海上自衛隊舞鶴地方総監部
航空自衛隊航空総隊司令部 等

＜警察＞
福井県警察
京都府警察
滋賀県警察
中部管区警察局 等

＜消防＞
若狭消防組合
敦賀美方消防組合
舞鶴市消防本部
その他関係市町管轄消防機関

＜海上保安庁＞
敦賀海上保安部
舞鶴海上保安部
第八管区海上保安本部

※1 全面緊急事態においては、PAZ内の一般住民、OILによる防護措置実施時にはUPZ内のうち対象地域の住民等を対象
※2 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有 178

在宅の避難行
動要支援者

安定ヨウ素剤
服用困難者

小・中学校
（1校）

保育所
（1施設）

ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態

要避難者※1

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

福井県

オフサイトセンター
実動対処班

（原子力規制庁、自衛隊、警察、
消防、海上保安庁）

現地事故対策

連絡会議※2

ＥＲＣ
実動対処班

連携

調整

ＴＶ会議等を
活用し随時
情報共有

京都府

ＥＲＣ:原子力規制庁緊急時
対応センター

関係市町滋賀県

 施設敷地緊急事態の時点で施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、地方公共団
体で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、オフ
サイトセンター実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から
体制立ち上げ）。施設敷地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。
※オフサイトセンター実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ＥＲＣ実動対処班が連絡・調整を実施。

→ 不測の事態における福井県、京都府、滋賀県、関係市町からの各種支援の要請に対し、実動組織
（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築。

わかさ

つるが みかた

まいづる   し

つるが

まいづる まいづる


	スライド番号 152
	スライド番号 153
	スライド番号 154
	スライド番号 155
	スライド番号 156
	スライド番号 157
	スライド番号 158
	スライド番号 159
	スライド番号 160
	11．原子力災害時の医療等の実施体制�（安定ヨウ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
	スライド番号 162
	スライド番号 163
	スライド番号 164
	スライド番号 165
	スライド番号 166
	スライド番号 167
	スライド番号 168
	スライド番号 169
	スライド番号 170
	スライド番号 171
	スライド番号 172
	スライド番号 173
	スライド番号 174
	スライド番号 175
	12．国の実動組織の支援体制
	スライド番号 177
	スライド番号 178
	スライド番号 179
	スライド番号 180
	スライド番号 181



